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手続きフロー 

工事着手 

景観計画 都市景観協議地区 地区計画 

都市美対策審議会 
（特定都市景観形成行為等） 

「協議の申出」から「協議結果の通知」までに通常要すべき標準的な期間は50日です。 
ただし、特定都市景観形成行為の場合は、60日です。 

なお、この期間は協議の内容及び対応状況により前後します。 

チェックリスト作成 

チェックリスト提出 
（都市景観協議対象案件） 

（
申
出
内
容
で
支
障
が
な
い
場
合
）
 

②協議事項の通知 

①協議の申出 

副本返却 ④協議結果の通知 副本返却 

建築確認申請、屋外広告物許可申請など 

適合チェック 

③協議の対応届出 
行為の届出 
工事着手の 

31日前までに届出 

行為の届出 
工事着手の 

30日前までに届出 

合意事項の確認 適合チェック 

都市景観協議 
※通常要すべき期間：30日間 

事 前 相 談 

都市景観形成ガイドラインの確認 

資料１ 



 

山下町特定地区 「中区山下町 280 番における特定都市景観形成行為について」 

 

 

 ■計画地      ： 中区山下町 280 番 

 ■地域地区     ： 商業地域（80％/600％※地区計画により 800％まで緩和可）、第７種高度地区（最高高さ 31m ※地区計画により 75ｍまで緩和可）、防火地域 

■敷地面積     ： 3,307.41 ㎡  

 ■用途       ： ホテル 

 ■建物高さ（階数） ： 74.8ｍ（地下１階、地上 21 階） 

 

 

配慮すべき｢行為指針｣ 都市景観の形成に関する申出者の考え方 横浜市の協議の方針 (案) 

１ 関内地区全域の行為指針 
(1) ゆとりある歩行者空間を連続的に形成する。 

 ア ゆとりある歩行者空間の創出 

(ｱ) 壁面後退が規定されている敷地では、ゆとりある歩行者空間を創出するた

め、歩道状空地を設ける。 

(ｱ)地区計画に基づいた壁面後退距離を確保し、歩道状に整備します。 

 

申出者の考え方のとおり 

 

(ｲ) 交差点に接する角地においては、ゆとりある歩行者空間を整備する。 (ｲ)本町通りの角地には誰でも楽しめる１００㎡程度の広場を設けます。 広場をより魅力的になるようデザインしてください。 

詳細については、継続して協議してください。 

イ 歩行者空間のしつらえの工夫 

(ｱ) 歩道状空地の隣地境界部では連続性を確保する 

(ｲ) 歩道状空地を歩道等と一体に利用できるしつらえにする。 

 

(ｱ)（ｲ）隣地境界部には障害物を設けずに歩行者通行の連続性と一体利用

に配慮します。  

申出者の考え方のとおり 

  (ｳ) 歩道状空地を歩道と一体的にデザインする。 (ｳ)歩道状空地の舗装材は整備された部分の仕上材と色調を合わせ一体化

します。 

４８番館通りについては、歩道状空地とあわせて歩道の再整備を行い、（建

設にともなう自費工事）現況以上の品質とし、バリアフリー化してくださ

い。 

(2) 通りの低層部のしつらえを工夫して、連続性のある賑わいを創出する。 

 ア 都市景観協議地区図に示す「歩行者ネットワーク街路」に面する建築物における、低層部のしつらえの工夫による賑わいの創出 

(ｱ) 「関内地区の各エリアを結ぶネットワーク街路」又は「商業のネットワー

ク街路」に面する建築物の低層部や空地には、通りの賑わいを創出するため、

楽しい活動や多様な機能を配置する。特に「商業のネットワーク街路」に面

する敷地の場合は、積極的に賑わいを形成する。 

(ｲ) 「関内地区の各エリアを結ぶネットワーク街路」又は「商業のネットワー

ク街路」に面する建築物の低層部に楽しい活動や多様な機能を配置する場合

は、室内の様子がうかがえる形態意匠にする。 

(ｳ) 建築物の前面の空間が魅力的に利用されるよう、低層部と外構をデザイン

する。 

３つの「関内地区の各エリアを結ぶネットワーク街路」に面する本計画に

おいては、ホテルのパブリック利用が可能なカフェラウンジやレストラン

等を街路に面して配置し、賑わいを感じられる演出をします。同時に建物

内の活動が街に溢れるような楽しい意匠とします。 

 

申出者の考え方のとおり 

(3) 人々に交流を促す快適な広場状空地を創出する。 

  ア 誰でも気軽に利用できる場の提供 

(ｱ) 交差点に接する角地には、ゆとりある空間を創出し、低層部や外構をデザ

インする。 

(ｲ) 街角には休み、憩える場を創出する。 

(ｳ) 歴史的建造物や港などを望める位置には、憩える場を創出する。 

(ｴ) 屋内外の広場状空地には、モニュメントなどを展示する。 

本町通りの角地にはゆとりある広場を計画し、シンボルツリー等も設置し

て市民の憩いのスペースを提供します。さらに室内のカフェラウンジと連

携しオープンカフェを設える等、誰でも気軽に利用できる空間を創出しま

す。 

 

広場をより魅力的になるようデザインしてください。 

詳細については、継続して協議してください。 

＜計画地の特性と建築概要＞ 

＜計画趣旨説明と横浜市の協議の方針（案）＞ （抜粋版） 

資料２－１ 



 

(5) 関内地区の街並みの特徴を生かす。 

 ア 関内地区らしい街並みの継承による親密な空間の創出 

(ｱ) 街並みの連続性を創出するよう、建築物の 31ｍ以下の部分のデザインを工

夫する。 

(ｲ) 歩行者が親しみを持てる空間を創出するため、建築物の低層部と中低層部

のファサードを分節する。 

(ｳ) 関内地区の街並みに調和する色彩を用いる。 

(ｴ) 関内地区らしい街並みを維持・創出するため、既存の建築物をリフォーム

して使い続ける。 

(ｵ) 壁面に取り付ける照明器具は、適度な光量にし、落ち着いた照明になるよ

う工夫する。 

(ｱ)柱廊風の列柱を配置して、隣接した旧露亜銀行を引き立てる、リズム感

のあるデザインの工夫をします。 

 (ｲ)宿泊室の設置される中高層基準階とパブリック部分が配置される低層

部とを分節し、歩行者のスケールとの調整を図ります。 

(ｳ)推奨色の範囲に配慮し地区の品格ある街並に調和する色彩とします。 

(ｴ)旧露亜銀行は保存利活用をします。（既設） 

(ｵ)街路に漏れる照明は時間帯によって調整する等、街並との協調を図りま

す。 

 
申出者の考え方のとおり 

 
 
 

イ 親密な空間の創出 

(ｱ) 日よけなどの備品の設置により、親密な空間を創出する。 

(ｲ) 多様な種類の植栽方法により、憩いの空間を創出する。 

(ｱ)(ｲ)レストラン前等には、オーニングやテラス席など歩行者に親密な演

出をします。また、季節にあわせて入替える植栽鉢等多彩な演出をします。 

申出者の考え方のとおり 

ウ 賑わいの連続性の創出 

(ｱ) 駐車場や駐輪場は、街並みや賑わいの連続性を阻害しないよう配置、デザ

インを工夫する。 

(ｲ) 駐車場の出入口等の配置は、人通りの多い通り沿いを避ける。 

(ｳ) 商業・業務用途を設ける場合は、短時間利用のための駐輪スペースを確保

し、通りの賑わいや通行を阻害しないよう、配置、デザインを工夫する。 

(ｴ) 建築物の低層部には、通りに賑わいを創出するよう、楽しい活動や多様な

機能を配置する。 

(ｵ) 建築物の低層部に商業用途を設ける場合は、室内の様子がうかがえるよ

う、デザインを工夫する。 

(ｶ) 建築物の前面の空間が利用されるよう、低層部と外構をデザインする。 

(ｱ)(ｲ)駐車場への出入りは街並への影響の少ない接道面を選択し、駐車ス

ペースの見えない機械式駐車とします。 

(ｳ)適切な位置に車寄せを設置し、タクシーなどの利用にも配慮します。 

(ｴ)(ｵ)低層パブリック部分には吹抜を伴ったカフェやレストランを配置

し、窓等を通じて室内のアクティビティが街にこぼれ出すようなデザイン

とします。 

(ｶ)柱廊風の列柱を配置し公共用の歩廊とします。上部をパーゴラとして歩

行者、バス停利用者に親しみ利用されるデザインとします。 

 

 

 

 

申出者の考え方のとおり 

 
 
 

オ 都市景観協議地区図に示す歴史的建造物や港への「見通し景観」の演出による通りの個性の創出 

(ｱ) 眺望対象への見通しを阻害しないよう建築物や工作物、植栽等を配置す

る。 

(ｲ) 眺望対象が引き立つような建築物のデザインにする。 

(ｳ) 夜間の見通しを演出する。 

(ｴ) 「見通し景観」を魅力的に演出するよう、屋外広告物のデザインを工夫す

る。 

(ｱ)本町通りから港や山下公園への見通しを確保する為、壁面後退を確保し

ます。植栽は見通しを阻害しないものとします。 

(ｲ)見通し方向手前に広場スペースを取る等、景観のパースペクティブに配

慮します。 

(ｳ)通り向かい側の夜間照明と協調を図り見通し景観の演出に努めます。 

(ｴ)見通しを阻害する袖看板等は避けて適切なサイン計画とします。 

 
申出者の考え方のとおり 

 

(ｵ) 歴史的建造物や港への見通しを楽しめるよう、本町通りの交差点付近の空

間を創出する。 

(ｶ) 「見通し景観」を魅力的に演出するよう、街路や公園等の公共空間のデザ

インを工夫する。 

 (ｵ)(ｶ)本町通り交差点には広場を設置し、シンボルツリーを植栽します。  
広場をより魅力的になるようデザインしてください。 

詳細については、継続して協議してください。 

(6) ミナト横浜の歴史を大切にし、関内地区の魅力・個性を伸ばす。 

 イ 歴史的建造物を引き立たせる工夫 

(ｱ) 歴史的建造物の敷地内に増築する場合は、歴史的建造物が引き立つよう、

デザインを工夫する。 

(ｲ) 都市景観協議地区図に示す「歴史的景観の形成を目指す部分」の建築物の

デザインは、歴史的建造物と調和させる。 

(ｳ) 歴史的建造物へのライトアップなどにより、街並みを演出する。 

(ｱ)(ｲ)旧露亜銀行を引き立たせつつ調和を図るため、低層部においては前

面に揃えてシンプルでリズミカルな列柱を配置することによって対比的に

構成し、中高層部はセットバックして歴史的建造物を強調します。 

(ｳ)旧露亜銀行はライトアップし、夜の景観を印象づけます。（既設） 

 
申出者の考え方のとおり 



 

(7) 中層、高層の建築物は、デザインを工夫し、魅力ある街並みを形成する。 

 イ 高さ31ｍを超える建築物等による眺望景観の演出 

(ｱ) 都市景観協議地区図に示す「眺望の視点場」からの眺望を保全・創造する

よう、建築物等を配置する。 

(ｲ) 関内地区の街並みに調和し、魅力あるスカイラインを形成するよう、建築物等

の頭頂部のデザインを工夫する。 

(ｳ) 関内地区の街並みに調和するよう、建築物等の中層部、高層部のデザイン

を工夫する。 

(ｴ) 隣接する地区やゾーンとの高さ制限の差が大きい敷地においては、建築物

等の当該高低差となる部分は、周辺の街並みに調和するよう配慮する。 

(ｵ) 高さが 31ｍを超える中層、高層の住宅用途の建築物は、圧迫感のない街並み

を形成するため、中層部、高層部を塔状にするなどして、適切な隣棟間隔を確

保する。 

(ｱ)港側に面する建物壁面を小さく取り、視点場から視認できる部分は抑制

の効いた意匠で眺望の保全を図ります。 

(ｲ)頭頂部は基準階と分節されたデザインとし、さらに屋上部に配置される

設備機器が景観に悪影響を与えないよう建物と一体的に目隠しのデザイン

を工夫します。 

(ｳ)特に中層部は、全体にガラス張りの冷たい印象を与えないように、仕上

げに変化をつけます。 

(ｴ)西側は離隔を最大限にとったうえで保存利活用されている旧露亜銀行

を介し、周辺高さとの調整を図ります。また、芸術劇場側とは大きく離隔

をとって圧迫感を軽減し周辺との調和に努めます。 

 
申出者の考え方のとおり 

(8) 港や丘などからの眺望景観が魅力的になるよう工夫する。 

  ア 都市景観協議地区図に示す「眺望の視点場」から望める位置にある敷地における建築物等の演出 

(ｱ) 眺望景観の魅力を高めるよう、建築物等の壁面の向きや幅、形態、色彩等

のデザインを工夫する。 

(ｲ) 関内地区の街並みに調和し、魅力あるスカイラインを形成するよう、頭頂

部のデザインを工夫する。 

(ｳ) 関内地区の街並みに調和するよう、建築物等の中層部、高層部のデザイン

を工夫する。 

(ｴ) 秩序ある広告景観を創出する。 

(ｱ)(ｲ)街区の向きをふまえて周囲と揃え、頭頂部は彩度を抑えた抑制の効

いた意匠とし、必要な設備機器が見えないように建物と一体的に目隠しを

設置する等工夫をして、周辺建物との調和を図ります。 

(ｳ)中層部と頭頂部のテザインを分節し街並に合わせた風格のある意匠と

します。 

(ｴ)必要最小限の館名サイン広告等に抑え、景観の品位を保ちます。 

 
申出者の考え方のとおり 

(9) 関内地区の新しい魅力を創造する。 

  

 

イ 地区や通りごとの個性の創出 

(ｱ) 地区や通りごとに独自の景観を創造する。 

(ｲ) 地区や通りごとに独自の景観を創り出す活動を行う。 

(ｱ)(ｲ)敷地内の旧露亜銀行及び隣接敷地の旧４８番館、さらに港への見通

し景観を引き立てる意匠や運用上の工夫で地区の個性創出に努めます。 

申出者の考え方のとおり 

ウ 夜間景観の形成 

(ｱ) 不快な照明環境を創出しない。 

(ｲ) 都市景観協議地区図に示す「眺望の視点場」からの夜間の眺望景観を魅力

的に演出する。 

(ｳ) 都市景観協議地区図に示す「眺望の視点場」からの夜間の眺望景観が魅力

的になるよう、屋外広告物の照明をデザインする。 

(ｴ) 夜間の横浜三塔への眺望景観を魅力的に演出する。 

(ｵ) 落ち着きのある夜間の街路景観を演出する。 

(ｶ) ライトアップを実施している周囲では、ライトアップと調和した照明環境

を創出する。 

(ｷ) 夜間の賑わいを創出するよう、室内から漏れる光を意識して、ファサード

のデザインを工夫する。 

(ｸ) 歩く楽しさを感じられる配置や配光にする。 

(ｹ) 広場状空地の特徴に応じて夜間照明のデザインを工夫する。 

(ｺ) 水際の夜間景観を演出する。 

(ｻ) 自動販売機を設置する場合は、街並みとの調和に配慮し、照明は最小限に

する。 

(ｼ) 地上駐車場には、落ち着いた照明を用いる。 

(ｽ) 夜間の広告景観を演出する。 

(ｱ)計画用途のハイグレードホテルが持つ落ち着いた室内照明環境を、街路

へ演出する事を基本に照明計画します。 

(ｲ)(ｳ)(ｴ)見え隠れする頭頂部を、控えめな室内照明が演出するものとしま

す。またサインはグレード感のある抑制された発光デザインとします。 

(ｵ)(ｶ)(ｷ)低層部カフェ等のインテリア演出の効いた照明計画を街路へ表

出させ、時間帯によってもコントロールされた品格のある照明計画としま

す。隣接した旧露亜銀行のライトアップを阻害しないよう配慮し、抑えた

照明配置とします。 

(ｸ)(ｹ)公共の歩廊部分は足元の照明を活用し、角地の広場はシンボルツリ

ー等と調和したデザインを工夫するなど、楽しくスペースの特徴に応じた

照明デザインとします。 

(ｻ)(ｼ)自販機や外部から見える地上の駐車場設置は避ける計画とします。 

(ｽ)最小限の明るさでバランスよく印象的に見える、抑制された夜間の広告

景観の演出に努めます。 

 
詳細については、継続して協議してください。 

(10) 秩序ある広告景観を形成する。 

 

 

イ 魅力ある広告景観の創出 

質の高い広告景観を創造する。 

 

本計画のハイグレードホテルに相応しい、質を重視したサイン計画としま

す。 

申出者の考え方のとおり 



 

２(1) 山下町特定地区 ウ 本町通りゾーン 

 

(ｱ) 関内地区の横方向の主軸として、歩道状空地や広場状空地を多く配置し、建

築物の低層部にゆとりと賑わいのある空間と中低層、中層の建築物が連続した

街並みを創出する。また、大さん橋通りに面する部分では、開港広場や海岸教

会を際立たせる街並みを形成する。 

当該通りに面した箇所には、柱廊風の公共の歩廊を設置し、正面性を持た

せながらゆとりや賑わいを演出すると同時に旧露亜銀行のファサードとの

対比的な連続性へも配慮した計画とします。見通し景観形成街路との交点

に位置する広場には、シンボルツリーを配置し、カフェラウンジと連携し

たオープンカフェを展開して賑わいを演出します。 

 

 

広場をより魅力的になるようデザインしてください。 

詳細については、継続して協議してください。 

(ｲ) 官公庁や事務所が多く立地する日本大通りとの結びつきを強めるため、事務

所機能を充実させる。また、建築物の低層部を中心に商業・観光、文化芸術創

造機能を強化する。 

隣接敷地の芸術劇場の補完および相乗効果が期待できるホテル機能（宿

泊・飲食・宴会機能）を計画します。 

 

申出者の考え方のとおり 

 

(ｳ) 港や山下公園へ抜ける「見通し景観」を演出し、水辺を身近に感じられる潤

いのある環境を創出する。 

本町通りからパースペクティブが感じられる計画とし、水面や山下公園植

栽への視線の抜けに配慮した見通し景観をまもります。 

 

申出者の考え方のとおり 

 

(ｴ) 中層、高層の建築物は、港や山手の丘からの魅力と品格のある眺望景観を創

出する。 

特に大さん橋や山手イタリア山庭園からの視認を意識して、街路の向きを

踏襲した配置とした上、周囲に馴染む抑制の効いた頭頂部デザインとしま

す。 

 

申出者の考え方のとおり 

 

(ｵ) 都市景観協議地区図に示す「見通し景観形成街路」は、見通しの対象物とな

る港や歴史的建造物が引き立つ魅力ある街路空間を形成する。 

山下公園（港）への見通しを確保しつつ、途中にある隣接旧４８番館も引

き立つよう、対比的な対面外壁のデザインとします。 

 

申出者の考え方のとおり 

 

(ｶ) 屋外広告物は、関内地区の軸線となる本町通りの魅力ある景観を形成し、か

つ、歩行者に圧迫感を与えない規模、位置、デザインにする。また、都市景観

協議地区図に示す「見通し景観形成街路」に面する位置に設置する屋外広告物

は、「見通し景観」を阻害しない規模、位置、デザインにする。 

本町通りに面したサインは、低層部においては歩行者スケールとして圧迫

感の無いよう配慮します。見通し景観形成街路においても、見通しを阻害

しないようサイン設置しつつ、歩行者目線からの見え方に配慮して、スケ

ールダウンします。 

 

 

申出者の考え方のとおり 

 



資料２ ２
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